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令 和 ５ 年 度 事 業 報 告  

総 括 

令和５年度の社会福祉法人宗像会の経営については、法人全体の資金収支計算書は黒字とな

ったものの、減価償却費を計上する事業活動計算書は昨年度に続き赤字となりました。これは

利用者の退園による障害福祉サービス等の事業収入が減少したことが大きな要因です。 

新型コロナウイルスについては、令和５年３月にマスクの着用が個人の判断となり、さらに

５月には感染症法上の分類も５類に引き下げられ、これまで感染の回避や安全策最優先という

形で事業や行事の縮小や休止していたものが、徐々に解除されやっとコロナ以前のような運動

会や餅つき大会を実施することができました。今後は各種の感染症を注意深く見ていきながら

感染予防の徹底を図っていきます。 

利用者の在園状況については、令和５年３月末に就労継続支援 B 型事業の利用者１名、令和

６年１月に生活介護支援事業の利用者１名、就労継続支援 B 型事業の利用者１名、合計３名の

利用者が退園しましたので、令和６年３月末で５４名が在園しています。利用者の確保につき

ましては、日中一時支援事業や特別支援学校の実習を受け入れ、また、生徒や保護者の施設見

学を行いながら利用者の確保に取り組みました。 

授産事業については、年度当初は新型コロナウイルス感染症による影響はあったものの、生

活介護支援事業では令和４年度と比べると生産量もかなり増加しました。また就労継続支援Ｂ

型事業のパン・クッキー等の製造販売は常に美味しくて安心・安全のパン・クッキーづくりを

心掛けて製造・販売を行いました。 

 利用者の支援については、生活介護支援事業の生産活動の他、作業療法士の指導により昨年

度に引き続き機能訓練の身体を動かす訓練を年間２９回（４月度は中止）、ストレッチポール

によるバランス訓練を１０回実施しました。機能訓練は、身体機能の訓練の他、学習の訓練と

して利用者の能力にあわせて少人数で「文字」や「数」の認識・理解の訓練を実施しました。 

就労継続支援Ｂ型事業のハートワーク班は、椎茸栽培、草刈等の外作業時にはヘルメット・安

全靴の着用など利用者の安全対策に努め、暑い夏の作業による熱中症の予防のため、休憩や水分

補給に十分注意を払いながら作業を行い大きな怪我・事故はありませんでした。椎茸栽培につい

ては、これまでは職員が主にしていた展開作業を今年度は利用者のみで行えることができるよう

になり個人やペアで上手にできるようになりました。機能訓練は就労継続支援Ｂ型事業の利用者

は報酬の加算対象ではありませんが、体力維持、集団での協調性など培うため身体機能のリハビ

リ訓練に参加しました。 

フロンティア班は、安全・安心なパンを直売所や事業所への訪問販売などの他、宗像市及び

福津市の保育園の給食や宗像市内の小学校の学童保育のおやつに引き続き取り組みました。 

 平成２７年４月１日から、くすくすホームの一室で実施している短期入所事業の契約者数は

２５名で、令和５年度はくすの木園の利用者１１名が延１０４泊１６４日の短期入所を利用し

ました。これは令和４年度の約２倍の人が利用したことになります。 
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宗像市から指定を受けている特定相談支援事業は、障がいのある方やその家族の不安や悩み

の相談に応じ、福祉サービスの調整やサービス利用計画書の作成などの支援業務を２名の職員

で実施しています。利用計画書には、障がい者一人ひとりが多様に活用できる目標を設定し、

この目標達成のため支援しました。この相談業務はくすの木園の相談室で行っており、今後も

障がいを持った方や家族の方々が何時でも安心して相談できるように更なる相談支援体制の

強化を図ります。この特定相談支援事業を通じて利用者の確保及び利用者の流失防止等につな

げていくため、体制の強化と併せて事業推進に努めます。 

利用者の送迎ルートについては、マイクロバスの運転手の確保が難しい中、職員で手分けし

て自宅近くまでの送迎やバス停の細分化、バスの乗車時間の短縮化などを検討し、随時見直し

を行うことによって、利用者の出席日数の増加などの効果も期待されます。 

 最後に、令和５年度の目標として挙げていました①利用者の確保、②利用者個々の状態に応

じたサービスの提供、③安定的な仕事の確保、④就労及び地域社会での生活に必要な知識や能

力の向上及び施設外実習の確保、⑤身体拘束の禁止や虐待防止をはじめとして職員のスキルア

ップのための研修機会の確保の５つの目標では、下請け作業の減少や施設外の実習の課題は残

りましたが、一定の成果を収めることができました。 

 

 

 

Ⅰ 法人の運営 

１．評議員会に関する事項について 

定款第１２条及び定款施行細則第７条の規定に基づき、次のとおり評議員会を開催しました。 

区 分 開催月日 場 所 
議案 

番号 
付 議 事 項 等 結 果 

第１回 

評議員会 
Ｒ5.6.30 

くすの木園 

会議室 

 

第 1 号 

 

第 2 号 

 

第 3 号 

 

役員の選任（案）について 

令和 4 年度事業報告（案）について 

令和 4 年度決算報告（案）について 

可 決 

 

可 決 

 

可 決 

第 2 回 

評議員会 
Ｒ5.11.27 

くすの木園 

会議室 

 

 

 

第 4 号 

 

 

 

役員の選任（案）について 

 

 

可 決 

 

第３回 

評議員会 
R6.3.28 

くすの木園 

会議室 

 

第 5 号 

 

第 6 号 

 

第 7 号 

 

第 8 号 

 

 

役員等の報酬等に関する規程の全部を改正

する規程（案）について 

令和 5 年度資金収支補正予算（案）について 

 

令和 6 年度事業計画（案）について 

 

令和６年度資金収支予算（案）について 

可  決 

 

可 決 

 

可 決 

 

可 決 
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２．理事会に関する事項について 

定款施行細則第１８条の規定に基づき、次のとおり理事会を開催しました。 

 

区 分 開催月日 場 所 
議 案 

番 号 
付 議 事 項 等 結 果 

第 1 回 

理事会 
Ｒ5.6.15 

くすの木園 

会議室 

 

第 1 号 

 

第 2 号 

 

第 3 号 

 

第 4 号 

 

第 5 号 

 

第 6 号 

 

第 7 号 

 

役員の推薦（案）について 

 

経理規程の一部を改正する（案）について 

 

資産運用規程（案）の制定について 

 

裁判に係る経費の支払いについて 

 

令和 4 年度事業報告（案）について 

 

令和 4 年度決算報告（案）について 

 

第１回評議員会の招集について 

 

 

承 認 

 

可 決 

 

可 決 

 

承 認 

 

承 認 

 

承 認 

 

可 決 

第 2 回 

理事会 
Ｒ5.6.30 

くすの木園 

会議室 

 

第 8 号 

 

第 9 号 

 

 

理事長の選任について 

 

施設長の選任について 

 

  

可 決 

 

可 決 

第 3 回 

理事会 
R5.11.27 

くすの木園 

会議室 

 

第 10 号 

 

第 11 号 

 

第 12 号 

 

第 13 号 

 

第 14 号 

 

第 15 号 

 

 

役員（監事）候補者の推薦（案）について 

 

評議員候補者の推薦（案）について 

 

評議員選任・解任委員会委員の選任委つい

て 

臨時職員就業規則の一部を改正する規則

（案）について 

第２回評議員会の招集について 

 

評議員選任・解任委員会の招集について 

 

承 認 

 

承 認 

 

承 認 

 

可 決 

 

可 決 

 

可 決 

第 4 回 

理事会 
R6.3.18 

くすの木園 

会議室 

 

第 16 号 

 

第 17 号 

 

第 18 号 

 

第 19 号 

 

第 20 号 

 

 

第 21 号 

 

 

第 22 号 

 

 

 

第 23 号 

 

 

指導監査の指摘事項に対する是正改善（案）

について 

定款施行細則の一部を改正する細則（案）

について 

職員給与規程の一部を改正する規程（案）

について 

役員等の報酬等に関する規程の全部改正

（案）について 

くすの木園（就労継続支援 B 型）事業運営

規程の一部を改正する規程（案）について 

 

くすの木園（生活介護）事業運営規程の一

部を改正する規程（案）について 

 

くすの木園（介護サービス包括型共同生活

援助）事業運営規程の一部を改正する規程

（案）について 

くすの木園（短期入所）事業運営規程の一

部を改正する規程（案）について 

 

 

承 認 

 

可  決 

 

可 決 

 

 

可 決 

 

可 決 

 

 

可 決 

 

 

可 決 

 

 

  

可 決 
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第 24 号 

 

 

第 25 号 

 

第 26 号 

 

第 27 号 

 

令和 5 年度第 1 回資金収支補正予算（案）

について 

 

令和 6 年度事業計画書（案）について 

 

令和 6 年度資金収支予算（案）について 

 

評議員会の招集について 

 

 

 

可 決 

 

 

可 決 

 

可 決 

 

 

可 決 

３．監事監査に関する事項について 

社会福祉法４５条の２８及び社会福祉法人宗像会定款第３４条等の規定に基づき、令和５

年度の法人の業務事業の執行状況及び財産の状況について、実地監査を受けました。その結

果は、事業関係及び収支決算書の書類に関して適正に処理されていると認める旨の評価を受

けました。 

 

Ⅱ 施 設 運 営 

１． 施設の利用状況について 

（令和６年３月３１日現在） 

（１）利用者数（定員５０名）現員５４名 

   令和５年度は、令和５年３月末に女性利用者１名、令和６年 1 月に男性・女性利用者各

１名の退園があり、５４名となりました。１名は入院中で通所が困難、２名は市内の施設

へ入所するため退園となりました。 

性 別 宗像市 福津市 古賀市 合 計 割 合（％） 

男 １９ １２  ０ ３１  ５７.４  

女 １８  ５  ０ ２３  ４２.６  

計 ３７  １７  ０ ５４  １００.０ 

割 合（％） ６８.５  ３１.５  ０ １００   

 

（２）年齢別 

利用者の平均年齢は４４.２歳で男性は４１.６歳、女性は４９.１歳です。 

最高齢者は７４歳、最年少者は２０歳です。 

年齢別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

20 歳未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

30 歳未満 ８ ２５.８ １ ４.３ ９ １７.０ 

40 歳未満 ６ １９.４ ２ ８.６ ８ １５.１ 

50 歳未満 １０ ３２.２ ８ ３４.８ １８ ３４.０ 

60 歳未満 ５ １６.１ ９ ３９.３ １４ ２４.５ 

60 歳以上 ２ ６.５ ３ １３.０ ５ ９.４ 

計 ３１ １００.０ ２３ １００.０ ５４ １００.０ 
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（３）在園期間 

くすの木園の利用者の平均在園期間は２０年です。 

１０年以上の利用者の割合が８１.５％で長期在園期間者が多く、開設時からの利用者が

３名在園しています。 

期間別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

  5 年未満 ３ ９.７ １ ４.４ ４ ７.４ 

10 年未満 ５ １６.１ １ ４.４ ６ １１.１ 

20 年未満 １０ ３２.３ ６ ２６.０ １６ ２９.７ 

30 年未満 ８ ２５.８ ６ ２６.０ １４ ２５.９ 

30 年以上 ５ １６.１ ９ ３９.２ １３ ２５.９ 

計 ３１ １００.０ ２３ １００.０ ５４ １００.０ 

 

 

 

《就労支援Ｂ型事業》 

（令和６年３月３１日現在） 

（１）利用者（定員２２名）現員２４名 

性 別 宗像市 福津市 合 計 割 合（％） 

男 ９  ６  １５  ６２.５ 

女 ７  ２   ９  ３７.５ 

計 １６  ８ ２４   １００.０ 

割 合（％） ６６.７ ３３.３ １００.０   

 

（２）年齢別 

年齢別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

２０歳未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

３０歳未満 ４ ２６.７ １ １１.２ ５ ２０.８ 

４０歳未満 ３ ２０.０ ０ ０ ３ １２.５ 

５０歳未満 ４ ２６.７ ４ ４４.４ ８ ３３.３ 

６０歳未満 ２ １３.３ ４ ４４.４ ６ ２５.０ 

 ６０歳以上 ２ １３.３ ０ ０ ２ ８.４ 

合 計 １５ １００.０ ９ １００.０ ２４ １００.０ 
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（３）在園期間 

期間別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

 ５年未満 ２ １３.３ １ １１.１ ３ １２.５ 

１０年未満 ４ ２６.７ ０ ０ ４ １６.７ 

２０年未満 ４ ２６.７ １ １１.１ ５ ２０.８ 

３０年未満 ４ ２６.７ ５ ５５.５ ９ ３７.５ 

３０年以上 １ ６.６ ２ ２２.３ ３ １２.５ 

計 １５ １００.０ ９ １００.０ ２４ １００.０ 

 

（４）障がいの程度（療育手帳） 

 障がい

程度 

手帳 

無し 

軽度

（B2） 

中度 

(B１) 
（A3） 

重・最重度 

（A） 

重 度

（A2） 

最重度

（A1） 
合計 

人

員 

男 ０ １ ５ １ ２ ５ １ １５ 

女 ０ １ ２ ０ ０ ６ ０ ９ 

合 計 ０ ２ ７ １ ２ １１ １ ２４ 

割合（％） ０ ８.３ ２９.２ ４.２ ８.３ ４５.８ ４.２ １００.０ 

 

（５）支援区分 

宗像市  福津市 

区分 １ ２ ３ ４ ５ 無 合計  １ ２ ３ ４ ５ 無 合計 

男 ０ ２ ２ １ ２ ２ ９  １ ２ ２ ０ ０ １ ６ 

女 ０ １ ３ ２ ０ １ ７  ０ ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

合計 ０ ３ ５ ３ ２ ３ １６  １ ２ ４ ０ ０ １ ８ 

 

（６）出席率（平均出席率 85.0 ％） 

７０％未満 ８０％未満 ９０％未満 １００％未満 １００％ 合計 

１ ５ ７ １０ １ ２４ 
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《生活介護支援事業》 

（令和６年３月３１日現在） 

（１） 利用者（定員２８名）現員３０名  

性 別 宗像市 福津市 古賀市 合計 割 合（％） 

男 １０  ６  ０ １６  ５３.３ 

女 １１  ３  ０ １４    ４６.７ 

計 ２１  ９  ０ ３０   

割 合（％） ７０.０ ３０.０   １００.０ 

 

（２）年齢別 

年齢別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

２０歳未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

３０歳未満 ４ ２５.０ ０ ０ ４ １３.３ 

４０歳未満 ３ １８.８ ２ １４.２ ５ １６.７ 

５０歳未満 ６ ３７.５ ４ ２８.６ １０ ３３.３ 

６０歳未満 ３ １８.７ ５ ３５.７ ８ ２６.７ 

６０歳以上 ０ ０ ３ ２１.５ ３ １０.０ 

合 計 １６ １００.０ １４ １００.０ ３０ １００.０ 

 

（３）在園期間 

期間別 
男 女 合 計 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

 ５年未満 １ ６.３ ０ ０ １ ３.３ 

１０年未満 １ ６.３ １ ７.１ ２ ６.７ 

２０年未満 ６ ３７.４ ５ ３５.８ １１ ３６.６ 

３０年未満 ４ ２５.０ １ ７.１ ５ １６.７ 

３０年以上 ４ ２５.０ ７ ５０.０ １１ ３６.７ 

計 １６ １００.０ １４ １００.０ ３０ １００.０ 
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（４）障がいの程度（療育手帳）  身体障がい者手帳のみ女子１名 

障がい

程度 

手帳 

無し 

軽度

（B2） 

中度

(B１) 
（A3） 

重・最重度 

（A） 

重 度

（A2） 

最重度

（A1） 
合計 

人

員 

男 ０ ０ ０ ０ １ １０ ５ １６ 

女 ０ ０ ０ ０ ５ ４ ５ １４ 

合 計   ０ ０ ０ ０ ６ １４ １０ ３０ 

割合（％） ０ ０ ０ ０ ２０.０ ４６.７ ３３.３ １００.０ 

 

（５）支援区分 

 宗像市 福津市 

区

分 
２ ３ ４ ５ ６ 無 計 ２ ３ ４ ５ ６ 無 計 合計 

男 ０ １ ３ ６ ０ ０ １０ ０ ０ ４ ２ ０ ０ ６ １６ 

女 ０ ０ ３ ６ ２ ０ １１ ０ １ １ １ ０ ０ ３ １４ 

合

計 
０ １ ６ １２ ２ ０ ２１ ０ １ ５ ３ ０ ０ ９ ３０ 

 

（６）出席率（平均出席率 90.0％） 

７０％未満 ８０％未満 ９０％未満 １００％未満 １００％ 合計 

６ ２    ７ １４ １ ３０人 

 

 

 

２．特定相談支援事業について 

  特定相談支援事業は、障がい者一人ひとりに「サービス等利用計画書」を作成するこ

とにより、事業所内の活動のみならず、生活全般にわたる幸せを享受し、かつ感じるこ

とができる目標を設定し、福祉サービスの利用が多様に活用できるように配慮された事

業です。障害者総合支援法に則り、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立

った適切かつ円滑な「サービス等利用計画書」を全障がい者(知的・精神・身体等)を対

象に作成しています。 

  契約件数及び実施件数は、次のとおりです。 

（１） 契約件数（総数） 

 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

くすの木園利用者 ３９件 ４０件 ３９件 ３９件 

他事業所利用者 ６６件 ６８件 ６５件 ５７件 
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（２） 実施件数 

 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

計画作成 ７１件 ８３件 ６８件 ６１件 

モニタリング ２４２件 ２６９件 ２３５件 ２３５件 

※ 委託報酬・・計画書作成  1,522点/件 

      モニタリング 1,260点/件 

（サービス提供時モニタリング加算 100） 

※ モ二タリングの実施回数 (基本) 

新規…当初３回毎月 

以後  通所・グループホームなど 半年ごと 

       入所施設利用者      １年ごと 

 

３．障がい者等日中一時支援事業について（宗像市・福津市委託事業） 

市町村事業である障がい者等日中一時支援事業の実施にあたっては、宗像市及び福津市と

委託契約を締結して、障がい児（者）を受け入れています。 

令和５年度は、土曜開園日に福津市から他事業所利用の方１名の受け入れをしています。 

  

 

４．職員研修等について 

  施設職員としての倫理観を持ち、利用者本位のサービス提供を基本とする姿勢や専門性な

ど、その資質の向上を図るため研修を行いました。 

外部の会議・研修の参加状況は、次のとおりです。 

・食中毒予防講習会（１名）      １１月 

   ・集団指導 共同生活援助（１名）   ２月オンライン 

        日中活動（１名）     ２月オンライン 

        相談支援（１名）     ２月オンライン 

・相談支援専門員更新研修（１名）   １ 月～ ２月オンライン 

  ・４施設看護師会議（１名）      令和６年１月（仲間園） 

 

５．危機管理意識の徹底について 

（１） 防災・地震対策 

   防火対策については、くすの木園、くすくすホーム、くすくすホーム二号館ともに消防 

本部の指導の下に避難・消火訓練を実施しました。 

訓練の内容としては、火災発生からの発見、通報、初期消火、避難誘導の流れで行い、 

利用者、職員、世話人が参加してスムーズに避難等することができました。 

また、それぞれ（株）九州機設による消防機器等の点検を受け、結果を消防署に提出し 

ています。 

（２） 防犯対策 

平成３０年２月にＪＡ共済連福岡県本部から防犯カメラの寄贈を受け、くすの木園駐車
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場にカメラを設置し、「防犯カメラ作動中」のステッカー表示などにより、犯罪抑止のた

めの対策を図りました。また、（株）にしけいと契約して施設の２４時間機械警備を実施

し防犯に努めています。 

 

（３）交通安全教室・車両整備等 

   例年、利用者の交通安全に対する意識の向上のため、宗像警察署交通課の協力により交

通安全教室を実施しておりましたが、宗像署と宗像交通安全協会との日程が合わず、今年

度も実施出来ませんでした。利用者の皆さんには日頃から横断歩道を渡る前の確認や渡り

方など十分に注意するよう呼びかけを行いました。 

   車両整備等については、全車両において始業前点検を心掛けました。 

   また、全職員共通して日頃から余裕のある運転を心がけるように促し、安全運転の徹底

を図りました。尚、令和４年１０月１日よりアルコール検知器を使用して運転業務に携わ

る全職員に対してアルコールチェックを行いました。 

 

 （４） 健康・作業環境等の安全対策 

   令和４年度も、新型コロナウイルス感染症に対して、年間をとおして感染予防を徹底し

ました。 

利用者の体温管理については、昨年度同様保護者の協力を得て「健康観察表」に登園前

の体温及び体調を記入していただき、くすの木園では登園後及び帰宅前の体温を記入し、

保護者と連携して対応しました。毎日の手洗い・アルコール消毒・マスクの徹底、利用者

の下車後の送迎車両の消毒など感染予防にも努めました。給食は昨年度に引き続き、密を

避ける為食堂の他、会議室及び相談室を使用して対応しました。 

   令和５年度も生活介護支援事業の利用者に対して、主治医の内科検診を実施しました。 

  ４年度からは毎月の実施をお願いし、より一層の健康管理に努めています。 

   利用者全員に、毎朝くすの木園の看護師が検温・血圧測定をし、定期的に家庭に血圧等

バイタルチェックの結果を連絡しました。 

令和５年度に実施した健診は次の通りです。 

歯科検診  ：令和５年度も新型コロナウイルス感染症のため中止 

（希望者９名は歯科衛生士による訪問歯科を毎週実施。） 

    健康診断  ：令和６年３月２２日 パブリックヘルスリサーチセンター 

嘱託医検診 ：令和６年３月１４日 島村内科消化器科クリニック（全員） 

生活介護健診：令和５年４月１３日、５月１１日、６月８日、７月１３日、８月１０

日、９月１４日、１０月１２日、１１月９日、１２月１４日、 

令和６年１月１１日、２月８日、島村内科消化器科クリニック 

    

   その他衛生管理の検査等 

地下水の水質検査：毎月１回 

給食調理業務・パン授産業務従事者細菌検査：毎月１回 

パン工房の消毒点検・防虫駆除：毎月１回 
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施設内清掃・除草作業：随時 

消防用設備点検：年２回  

 

   

Ⅲ 利用者への支援 

１．自立支援について 

利用者が愛に包まれ、真に幸せを感じる園づくりと利用者の自立の場として、①生活自立の

場、②福祉的就労の場、③一般企業等への就労促進の場、④安定的な仕事の場、⑤工賃の支

払いの確保の場としての支援を目標としました。 

この支援目標について整理・検証し、事業内容を分析し、更に個々の利用者にあった支援

計画を策定するため、担当支援員、利用者、保護者間で十分に話し合い、利用者にとって処

遇の向上と質の高いサービスが提供できるように、次のようなスケジュールのもとに個別支

援計画を策定し、利用者の支援を行いました。 

  〈２事業個別支援計画の流れ〉 

５月：２事業支援計画説明（同意書受領） 

＊ ３者面談の実施（希望者）と文書での説明 

１０月：２事業個別支援計画モニタリング（中間報告・同意書受領） 

＊ 文書での説明 

 

１月：次年度個別支援計画立案アセスメント実施 

３月：支援会議実施（くすの木園２事業・くすくすホーム・くすくすホーム二号館） 

令和５年度各事業の個別支援計画の達成率は次のとおりです。 

①  就労継続支援Ｂ型事業（２３名） 

ハートワーク班：８名 １００％    ６名 ほぼ達成・支援継続 

フロンティア班：０名 １００％    ９名 ほぼ達成・支援継続 

       

②  生活介護支援事業（３０名） 

ドリーム班： １７名 １００％   １３名 ほぼ達成・支援継続 

 

       各班の目標に対して、利用者本人の努力やアセスメントの内容を忠実に読み取り、

利用者本人の夢や希望を叶える目標設置を中心にしたことで、２５名の利用者が１

００％を達成しましたが、新型コロナウイルス感染症予防のため、行事・余暇活動

を自粛したことで、達成できない目標がありました。 

また、達成できなかった目標に対しては、本人、保護者及び支援員の３者でモニタ

リングを実施し、次年度も取り組みが必要な支援については継続して実施します。 
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２． 支援事業について 

（１） 就労継続支援 B 型事業 （フロンティア班） 

   【お客様が笑顔になれる美味しいパンを提供し、常に安心・安全のパン作りを心掛け、共 

に働く仲間と切磋琢磨し日々向上を目指します。】をテーマに掲げ、支援にあたりました。

その支援事業の結果は次のとおりです。 

① 新型コロナウイルス感染症の予防対策を含め、毎日出勤前・出勤後・帰宅前に検温を

行い、手洗いうがいを徹底し、健康管理に努めました。体操は体幹を鍛えるため、つま

先立ちでバランス訓練を引き続き行い、高血圧の予防として肩まわしを取り入れました。

さらに、当番の利用者さんに毎朝一つ体操を決めてもらい、皆で取り組みました。 

② 個々の得意な作業を把握し、技術の向上が出来るように、新しい作業等に挑戦しても 

らう機会を作りました。その結果、作業に興味を持ってもらえるようになりました。 

③ 朝礼や日々の支援の中で、作業中や袋詰めの際に異物混入のないパン作りをするよう 

に意識の共有をしました。服装の乱れや汚れ等の確認を行い、清潔な状態で作業室に入 

ってくるように努めるとともに、作業後は作業台やスライサー、ホイロ等を丁寧に清掃 

するように取り組みました。外部からの侵入でゴキブリ（小さい）が発生していたため、

エアコン清掃と薬散布を業者に依頼し、改善されました。 

④ 一人一人の作業技術を把握し生地の分割や丸め、伸ばし方、またクロワッサンやクッ 

キー作り、ラベル作り・貼り等の様々な作業をそれぞれの技術や適性に合った作業に取 

り組み、少しずつでも技術が向上していくように支援しました。 

⑤ 生地の丸めや伸ばし作業の際は必ず職員が確認しています。不十分である場合は、正 

しく出来るようにアドバイスをしました。 

⑥ 袋詰め作業を行う際は、慌てず丁寧に行うように声かけをしていきました。袋のサイ

ズや入れる個数を間違えることがあるので、引き続き支援をしていきます。 

⑦ ラベルの貼り間違いがないように、必ず職員が確認するようにしました。貼り間違い

があった時は、職員と一緒に確認し、修正しました。 

⑧ ミキシング等の手順を間違わないように、一つの工程が終わるごとに職員に確認する

ようにしました。間違いがあった時は修正することが出来ました。以前より、間違え

る回数が減りました。 

⑨ 毎日の分割や計量作業を通して、数の理解を深めることが出来ました。重さが違って

いる場合は、職員と一緒に確認をし、修正することが出来ました。 

⑩ 毎日リーダーを中心に、利用者さん通しで生地の数の確認を行っています。指示を聞

く側が数を間違えることや、指示を出す側が数をおぼえていなことがあったので、こ

まめに確認をしました。 

⑪ コロナウイルスの影響もあり、あまり大きな声で挨拶は出来ませんでしたが、販売や

配達に行くことで、お客様と交流することが出来ました。 

⑫ 作業と人員の関係で創作活動や余暇活動を実施することが出来ませんでした。 

⑬ 園外実習の取組や就業生活支援センター、ハローワークとの連携については該当者が

いなかったため、今年度は行っていません。 
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（２） 就労継続支援 B 型事業（ハートワーク班） 

【安全に心がけ、個々の個性を伸ばしながら安心できる生産活動を行う。さらに日々の体

調管理に努めます。】のテーマに沿って支援を行いました。個々の能力や個性、体力や年

齢に合わせた作業内容で取り組み、安全な作業環境整備に配慮し、生産活動を行いました。 

 

〔作業報告〕 

① 椎茸栽培  

  新ホダ場での作業を主に行いました。フォークリフトを利用しての原木運搬により、利 

用者、職員の負担軽減、また効率よく素早く作業を行うことができました。さらにスプリ 

ンクラーによる散水により、新原木への椎茸菌回しや椎茸の水分量調節等も効率よく行う 

ことができました。 

  新ホダ場での浸水、展開、移動、井桁積み等の一連の作業を利用者一人ひとりの能力や

適性等を見極め、少しずつできるように取り組みました。 

  作業中はヘルメット及び安全靴を着用し、安全に作業ができるように注意喚起を行いま

した。その結果、今年度も大きな怪我、事故等はありませんでした。 

② アルミ缶潰し 

  アルミ缶潰し及びアルミ缶回収作業を行いました。令和５年度はアルミ１００円／㎏、

鉄も１０円／㎏で出荷しました。 

  なお、今年度もアルミ缶回収にご協力いただいている自治会や商店等に自主製品のミニ

門松をプレゼントしました。 

③ ペットボトル潰し 

  令和元年度から開始したペットボトルとキャップの回収と分別を行いました。ペットボ

トル８円／㎏、キャップ５円／㎏で出荷しました。 

④ 除草作業 

  エコパーク（夏）と宗像ユリックス（春と秋の２回）の除草作業を実施しました。 

  暑い日が続きましたが、作業中はマスクを外し、休憩時間をこまめに取る等、熱中症に

配慮して作業しました。 

⑤ ミニ門松製作 

  怪我のないように注意喚起しながら作業を行いました。今年度も引き続き直売店には出 

さず、注文販売のみにしました。製造数を抑えたことで、時間に余裕を持って製造でき、 

利用者の作業をしっかりと見守ることができました。 

⑥ 乾燥野菜作り（人参・ごぼうのささがき・乾燥野菜の袋詰め等） 

  椎茸の刻み作業を包丁を使って行いました。加えて、秤を使用して計量の訓練、乾燥椎

茸の袋詰め作業を行いました。 

さらに、宗像市のふるさと納税の返礼品としての取扱いも継続して行いました。 

⑦ 下請け作業 

昨年度に引き続き、安武みかん園のみかんの皮むき作業、カナディアンキャンプのメー

ル便作業、プログレの釣り具作業を請けて取り組みました。 

プログレの釣具作業において、作業の提供が不安定であった為、以前よりドリーム班で
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受けていたナガシマの箱折り作業をハートワーク班で受けるようにしました。 

利用者も少しずつ箱折り作業に慣れていき、黙々と作業することができています。 

⑧ リサイクル作業 

  ハートワーク班からは非常勤作業員として７名の利用者が参加しました。契約した処理

業務を確実に選別し、結果を残すことができました。事故防止と異物の見落としが無いよ

うに支援を行いました。 

 

〔訓練・支援内容〕 

  ① 生産活動をとおして、個々の作業技術及び能力の向上を目指します。 

   → 本人の体力、健康状態を考慮して作業を提供しました。その中で、より本人の適性に

合った作業工程等を考え、本人の持つ能力を伸ばし発揮できるように取り組みました。 

   

② 毎朝のミーティング及びリハビリを通して、また作業の中でも挨拶の訓練及び傾聴する

態度を身につけるように努めます。 

   → 毎朝のミーティングで挨拶訓練に取り組みました。大きな声で、ゆっくりはっきりと

声を出す訓練、またリハビリにおいても人の話をしっかりと聞く取り組みとともに当番

で皆の前に立って声を出す訓練をしました。  

 ③ 毎朝の検温や毎月定期的に血圧、体重測定を行うことにより,健康維持及び管理に努め 

ます。 

   → 毎朝の検温や血圧管理が必要な利用者の血圧測定、午後の作業終わりに体操、帰宅前

の検温や怪我及び体調の確認、毎月２回の体重、血圧測定を行い、毎日の健康維持及び

管理に努めました。   

④ 感染予防の為、手洗いやうがい、消毒、換気等の徹底と意識向上を目指します。 

   → 室外から室内に入った際やその他必要に応じて、うがいや手洗い、消毒を徹底し、ま 

    た定期的な換気を行いました。 

  ⑤ 適切な衣類の着用や整容面の支援を行っていきます。 

   → 寒暖の気温に合わせた衣類の調節や、身だしなみを整える助言を必要に応じて行いま 

した。 

  ⑥ 安全に食事ができるように食事マナーの習得を目指した食事支援に取り組んでいきま

す。 

   →ゆっくりと食事をすること、食事中の私語等に関して助言を行いました。 

⑦ 小銭、お札の模造品を使い、金銭を理解できるように勉強の時間を設けていきます。ま 

た、宿題等の取り組みにより、金銭や時間、文字、計算等の理解向上を目指します。 

→ 毎月の工賃日に工賃の確認を本人と行い、金銭を理解する取り組みをしました。 

     宿題形式、また昼休みや作業終了後の帰宅前に、数名の利用者は金銭の計算や文字、

時間等の取り組みを行いました。       

⑧ 乾燥野菜や乾燥椎茸作業において、調理器具の安全な取り扱いを訓練します。 

   → 乾燥作業において包丁を使用して、安全に作業できるように取り組みました。      

  ⑨ 定期的な販売会に出向き、コミュニケーション能力の向上を図ります。 
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→ ３月にサンリブ宗像店にて開催されたまごころ市に参加しました。利用者も販売に 

参加して商品の説明やお金の受け渡し、袋の準備等を行いました。  

 ⑩ 園外作業で地域との交流をとおして挨拶能力及び社会性の向上を図ります。 

   → 除草作業やリサイクル作業等の園外作業や見学者等、園外の方との交流をとおして、

挨拶等をしっかりできるように取り組みました。   

⑪ 作業場の毎日の清掃に加え、定期的にマンツーマンで掃除の仕方を教え、清掃能力の向

上を図ります。 

→ 毎日の作業終わりに利用者全員で作業棟Ａ、Ｂ、Ⅽ、トイレ更衣室の清掃に取り組み

ました。定期的に職員が一緒に行い、道具の使い方、清掃の仕方等を訓練しました。 

  ⑫ 利用者の体力、体調面に応じて、適宜室内作業の内容を工夫し、利用者が継続的に作業

できるように取り組みます。 

→ 加齢、アレルギー、体調等の理由から、外作業又は重労働が厳しい利用者のため、室

内作業を提供しました。釣り具や箱折り、缶つぶし、乾燥椎茸作業など、毎日室内作業

に取り組むことができました。   

⑬ 椎茸の植菌から採取、袋詰め、スライス、乾燥などの加工の作業を体験することで、生

産の喜びを感じてもらえるようにします。 

   → １年間をとおして新原木の搬入、植菌、原木移動、椎茸の発生、採取、袋詰めまでの

作業を体験し、生産の喜びを感じてもらうように取り組みました。 

⑭ 利用者の適性を理解、把握し、個々に合った作業内容等を提供するように努め、皆が作 

業する喜び、楽しみを持った日々を送れるようにします。 

→ 外作業、室内作業ともに、利用者それぞれの適性に合った作業を提供しました。その 

結果、園に来る喜びを感じてもらい、楽しい日々を送れるようになりました。 

⑮ リハビリ訓練に参加し、体力維持、集団での協調性を養います。 

 → 毎週火曜日に希望利用者のみ、ドリーム班(生活介護事業)のリハビリ訓練に参加しま 

した。参加を楽しみにしており、皆良い運動になったとの感想を毎回聞けています。 

⑯ リハビリ訓練に参加し、数や文字の学習面の向上を図ります。 

   → 基本的に月１回、数字と文字の学習に取り組みました。数字は数や個数、大小の理解

等、文字は５０音や拗音、促音の読みや発生、また絵本で文章を読むこと等に取り組み

ました。  

  ⑰ 年に数回、買い物実習と調理実習を企画して、自分で会計や調理をする経験をして、 

お金を使う喜び、料理を作る喜びを感じてもらいます。 

→買い物実習を実施し、自分の欲しいものを自分で選び、会計も行いました。班全員が 

参加して、楽しく実施することができました。 

 

（３） 生活介護支援事業（ドリーム班） 

【個々を生かした愛にあふれるスマイル支援】を掲げ、テーマに沿った支援を行いました。

事業計画では７項目の「目標」、４項目の「活動内容」、８項目の「訓練・支援内容」を掲

げていました。その結果は次のとおりです。 
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① 生産活動 

紙工（３社））（年度途中から１社はハートワーク班担当）、歯科治療用ガーゼ折り、歯

科カルテシールはがし、ＥＭボカシ作り、セラシート作業、その他下請けの作業を行いま

した。今年度は新型コロナウイルスも第５類へ移行したことから菓子箱折りの作業やセラ

シート作業も昨年と比較すると生産量も増えました。ガーゼ折り作業と EM ボカシの作業

量はコロナ禍でも影響を受けることなく通年通り安定していました。 

② リハビリ訓練 

    作業療法士の指導で週１回実施しました。（身体を動かす訓練とレクリエーション）月

に１回ストレッチポールによるバランス訓練、どちらも継続して行うことにより、各自の

認識・体幹レベルもかなり上がりました。文字と数の学習については昨年度同様レクリエ

ーションの中で（文字と数の認識）取り組みました。 

   身体を動かす訓練…２９回（４月度は中止） 

   ストレッチポールによるバランス訓練…１０回 

③ 創作活動 

今年度も昨年度に続き「体操」を２グループに分け、月２回づつ実施。「音楽」活動を月

に１回実施。「全体工作」は実施出来ず。「貼り絵」活動は概ね２か月に１回実施しまし

た。 

④ 余暇活動 

    室内レクリエーションと作業の合間に全員でＤＶＤ鑑賞を年間２回行いました。  

    園外活動と季節行事はコロナ感染予防の為もあり、実施出来ていません。 

⑤ その他 

   ア 健康維持のための取り組み 

     健康維持のための取り組みとして、「体操・ウォーキング」、「健康管理」、「嘱託医に

よる健診を行いました。具体的な内容は次のとおりです。 

     体操・ウォーキングについては、体操後のウォーキング（夏場、冬場を除く）や毎朝

のラジオ体操、ストレッチ、わかめ体操、口腔体操を行いました。 

     健康管理については、登園後と帰宅前の検温や血圧測定、月に１度の看護師によるバ

イタルチェック（血圧・体重測定）、歯磨き支援、手洗い支援を行いました。 

     嘱託医による健診については、嘱託医の島村先生による内科健診を毎月実施しました。 

     毎週木曜日の午後、北村歯科医による訪問歯科検診を実施しました。現在９名が受診

しています。次年度以降も継続していく予定です。 

   イ 個別の学習について 

     個別の学習として、希望者は日記を提出し必要に応じて職員による添削やコメントを

記入しました。 

     次年度の事業計画でも生産活動はもとより、機能訓練や創作活動、余暇活動等をとお

してより生活介護らしい活動を展開していきます。 
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（４）就労支援事業収入及び工賃の推移 

  ① 就労支援事業収入                         単位：円 

   事 業 

年 度 
就労支援収入 

生活介護支援事業 

（ドリーム班） 

就労継続支援Ｂ型事業 

（ハートワーク班・ 

 フロンティア班） 

令和元年度 16,640,250 1,187,047 15,453,203 

令和２年度 15,873,157 1,168,343 14,704,814 

令和３年度 17,284,956 1,686,509 15,598,447 

令和４年度 17,019,061 1,842,977 15,176,084 

令和５年度 17,458,430 1,997,193 15,461,237 

※ 就労継続支援Ｂ型事業支援にはリサイクル作業の収入を含んでいます。 

  ② 工賃                      単位：円 

   事 業 

年 度 
生活介護支援事業 

就労継続支援 B 型事業 

くすの木園 福岡県平均 

令和元年度 ３,２９５ １６,８５１ １４,２１５ 

令和２年度 ２,５６２ １５,０３０ １３,６７３ 

令和３年度 ２,３９１ １４,１５７ １４,６９１ 

令和４年度 ２,５３２ １４,３８３ １５,６０７ 

令和５年度 ４,６９２ １７,２２２ ― 

  

３．生活支援の充実について 

令和５年度は新型コロナウイルス感染症予防のため中止していました保護者参加の行事

や園外活動については、コロナウイルス感染症が５類に移行したこともあり状況を見ながら 

活動を行いました。 

 

年 月 日 主 な 行 事（年 間 行 事） 

Ｒ５、４、２８ 春の遠足（宮地嶽神社） 

６ ４施設スポーツ大会中止 

    ７、 １       お楽しみ会（午前：レクリエーション・午後：オカリナ演奏バルーンアート） 

９、２２ 日帰り旅行（秋吉台サファリパーク） 

    １０、２８   まごころギャラリー（午前：各班で絵画制作・午後：作品鑑賞） 

１１、３ 運動会 

１２、１６ 餅つき 

 Ｒ６、３、２    春の集い（福津市ぶどうの木にて会食） 

  金曜日午後 

５・６・７・８・１０・１１・１・２・３月実施 

【クラブ活動】  ドライブ、カラオケ、ウォーキング、太鼓 

          調理、絵画 
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 ＊まごころギャラリー宗像ユリックス展示１2 月３日（日）～１５日（金） 

 

４．給食サービスの提供について 

調理等の給食業務については、平成１８年６月１日から給食専門業者に業務委託しています

が、職員及び受託業者で構成する「くすの木園給食運営委員会」を設置し、献立に関する事項

及び運営上の諸問題について協議・検討しています。 

令和５年度は、給食調理業務の仕様書に基づき、利用者に喜んでもらえる献立の工夫ととも

に健康面に配慮し、適正な量の提供に努めました。 

令和５年度の取り組み状況は次のとおりです。 

〇 くすの木園給食運営委員会   

会議は開催できませんでしたが、課題に対しては相互に連絡をとり、課題解決に取り

組みました。 

〇 利用者が大変楽しみにしている献立について 

 ・季節に応じたフェア（春・夏２回、秋・冬） 

   ・行事食（七夕・十五夜・ハロウィン・クリスマス・冬至・年越しそば・鏡開き・節分・

バレンタイン・ひな祭り） 

   ・一汁二菜、からだ想いの献立・元気アップ献立（毎月１回） 

   ・四季の薬膳料理、郷土料理、その他カレー・サラダ等様々なフェア献立 

おいしさを追求するだけでなく、食に対する興味を引き出し栄養管理に徹底し給食サー

ビスの向上に努めました。 

〇 食品衛生管理対策 

基本に忠実に、手洗いの徹底（２度洗い）、食材の搬入や管理に取り組み、従来のアル

コール消毒に加え、ノロウィルス対策の消毒を実施し、予防対策にも取り組みました。 

・イーズニック㈱の指導、本部巡視等の実施 

・残留塩素測定の徹底 

・食中毒予防講習会参加 

〇 個別対応 

   ・咀嚼力が弱くなってきている利用者には、個人に応じて刻み食の準備やスプーンの利

用等で美味しく気持ちよく食べることができるように努めました。 

   ・職員とマンツーマン対応の給食で情緒安定や咀嚼の見守り支援を行いました。 

   ・透析患者の利用者の塩分・水分量は、家庭と連携を取りながら見守り支援しました。 

 〇 調理員のトイレについて 

    ノロウイル等の感染防止のため、調理従事者のトイレを限定し、その場所については掃

除も受託業者が行うように区別化しました。 

 〇 新型コロナウイルス感染症予防対策 

   ・給食前の手洗いの徹底と黙食の見守りを行いました。 

   ・密を避けるため、食堂の６人掛けテーブルを３～４人掛けに変更し会議室２部屋も利用 

   ・換気のためサーキュレーター導入 

   ・空気清浄機設置 
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   ・対面を避けるためのパーティションは、コロナウイルス感染症が５類に移行したため設

置を解除していますが、いつでも設置できるように常備しています。 

Ⅳ 地域交流の促進 

令和５年度も昨年度、一昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染予防のため、及びボ

ランティアさんとの日程調整の難しさから、平成２８年度から毎月リサイクル作業担当週の

月曜日に実施してきた「ボランティアさんの日」を実施しませんでした。 

しかし毎月のクラブ活動や、遠足、日帰り旅行、運動会、餅つき大会、第１、３土曜開園

日その他作業の助勢など多くのボランティアの皆さんに参加していただくことが出来ました。 

次年度は、「ボランティアさんの日」の復活も考えて、また各行事や作業の手伝いに多方面

からより多くのボランティアの受け入れができることを期待します。 

令和５年度のボランティアの延べ人数 

  ・ボランティアさんの日 ０回   ０人 

  ・クラブ活動      ８回   ７人 

  ・遠足              ８人 

  ・７月１日第１土曜日      １１人 

  ・日帰り旅行           ２人 

  ・運動会             ６人 

  ・餅つき大会          １８人 

                  合計 延５２人 

令和５年度実習等の状況 

※ 機関・団体：1 実人数：３名 

① 古賀特別支援学校高等部３年（１名）  ５月２９日～６月９日 

② 古賀特別支援学校高等部２年（１名）  ９月２５日～１０月６日 

③ 古賀特別支援学校高等部３年（１名）  ９月２５日～１０月６日 

Ⅴ グループホームの運営 

１． ホームの利用状況について（令和 5 年３月３１日現在） 

 

  （１）利用者数 

・くすくすホーム（定員：９人）         

性 別 宗像市 福津市 合 計 割合（％） 

男 ２ ５ ７ ７７.８ 

女 ２ ０ ２ ２２.２ 

計 ４ ５ ９ １００.０ 

割合（％） ４４.４ ５５.６ １００.０ ― 

・くすくすホーム二号館（定員：８人） 

性 別 宗像市 福津市 合 計 割合（％） 

男 ６ ０ ６ ７５.０ 

女 １ １ ２ ２５.０ 
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計 ７ １ ８ １００.０ 

割合（％） ８７.５ １２.５ １００.０ ― 

（２）支援区分 

・くすくすホーム 

支援区分   ５   ４ ３ ２  合計 

性 別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

人 員 １ １ ２ ３ ０ ３ ２ １ ３ １ ０ １ ７ ２ ９ 

割合（％） ２２.２ ３３.３ ３３.３ １１.２ １００.０ 

 

・くすくすホーム二号館 

支援区分 ５ ４ ３ ２ 1 合計 

性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

人員 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 6 2 8 

割合(％) 62.5 0 12.5 25 12.5 100 

 

（３）短期入所利用状況（くすくすホーム：定員１名） 

    利用者１１名が１０４泊１６４日利用 

支援区分 ６   ５   ４ ３ ２  合計 

性 別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

人 員 ０ １ ０ ３ ０ ３ １ ２ ３ ０ ２ ２ ２ ０ １ ６ ５ １１ 

延利用数 2 泊 4 日 36 泊 66 日 9 泊 16 日 19 泊 28 日 38 泊 50 日 104 泊 164 日 

 

２．利用者の支援について 

バックアップ施設として運営規程を遵守し適切なホームでの支援を図るため、世話人及び

職員が連携し利用者の支援に努めました。 

利用者が安心してよりよい環境の中で満足した生活ができるように、保護者と個々に連絡

を取り合い、職員・世話人と連携をして個人生活の場も考慮した個々の支援計画に沿った支

援に努めました。 

「くすくすホーム」では、令和 2 年 6 月より保護者の方の希望もあり第 1 土曜日、日曜日

にも開所して希望者のみ利用しています。 

 

コロナ禍で感染した方もいましたが、感染拡大予防でこまめな検温、少人数で食事を摂る

ため時間差での食事など配慮をしてきました。 

利用者が安心して生活が出来るように世話人同士の会議で意思の疎通を図り、細やかな支援 

を行ってきました。 

 

（１） 運営会議  

   くすくすホーム     令和５年６月５日（月）１０：００～ 
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  くすくすホーム 二号館 令和５年６月９日（金）１３：３０～ 

  

（２）余暇活動の支援 

   入居者の皆さんが落ち着いて楽しめる塗り絵を中心に折り紙、簡単な工作などを実

施しました。また、二号館では世話人の手作りおやつで楽しくおやつタイムをしまし

た。 

（３）防災関係 

・くすくすホーム 

   令和５年４年１８日  避難訓練 

令和５年５月９日、  消防機器点検 

令和５年６月１３日  消防署査察（指導なし） 

令和５年１１月１日  消防機器点検 

令和６年３月１４日  避難訓練 

     

・くすくすホーム二号館 

令和５年４年１８日  避難訓練 

令和５年５月９日、  消防機器点検 

令和５年６月１３日  消防署査察（指導なし） 

令和５年１１月１日  消防機器点検 

令和６年３月１４日  避難訓練 

 

（４）グループホーム賃貸借契約   

くすくすホーム    平成２６年１月１日～令和６年１２月３１日 

１０年間 

     くすくすホーム二号館 平成３１年４月２５日～令和２１年４月２４日 

                ２０年間 

 

（５）職員の配置 

くすくすホーム  世話人５名・夜間支援従事者１名・看護師１名 

  世話人１名は生活支援員と兼務 

     くすくすホーム二号館 世話人 7 名・夜間支援従事者１名・看護師 1 名 

Ⅵ 保護者との連携 

くすの木園保護者会 

１．目 的：園に対する円滑な運営に資するための助言・援助 

２．事 業 

・保護者会総会への参加し事業計画や予算の説明（総会資料の配布） 

・年１回職員と保護者の合同研修会 

・保護者と利用者のレクレーション 

・運動会、餅つき大会、新春の集いなどの園の行事 
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  令和５年度は、新型コロナウイルス感染予防対策の為に中止していました保護者と連携し

た事業は、餅つき大会と新春の集いを実施することが出来ました。 

Ⅶ 令和５年度 リハビリ活動報告書 

 

 ５年度はハートワークの方たちの参加によって、盛り上がり相互に影響を与えるように思わ

れました。  

（１） お手玉投げ（数の認識の練習）・・輪っかの中にお手玉を入れて、入った数を数える。 

・くりグループ・・・・輪っかの中にお手玉が入ったことを認識できるように指導 

するも、殆どのメンバーが理解できなかった。理解ができ 

たのは２名だけだった。輪っかの中にお手玉を投げ入れる 

ことはできた。 

     ・かきグループ・・・・３名が輪っかの中に入ったことを認識できていない。     

     ・うめグループ・・・・ほとんどの人が輪っかの中に入ったことを認識できており 

正確に数を数えることができる。楽しんで参加でき、他者 

の応援や声掛け等ができている。  

（２） ストレッチ訓練・・・ ストレッチボールや床運動を行った。 

           ストレッチボールの訓練を行っているグループはしっかり 

対応できていた。各グループ３０分の間私語もなく訓練を 

受けていた。 

個別の訓練は現状維持でできていた人もあり、やる気が出 

て努力している人もいました。 

 （３）全体レクレーション 

               風船バレー大会、卓球バレー大会、パターゴルフ大会等 

大会らしくなってきた。参加者の動きもスムーズであり、指 

示通りの動きができ時間もかからなくなってき、全員集中し 

て応援や声援を送り盛り上がっていました。 

 

ボウリング大会 

１１年ぶりに宗像シティボウルにて全員参加で行きました。 

みんな楽しそうにし、社会性が養われてきたように思えまし 

た。 

 

（４）全体を見て・・・・・・リハビリ訓練の中で名前を呼ばれたら返事をする。月日の確 

認。みんなの前であいさつをする。掃除をする。トイレに行 

くときはスタッフに伝える。起立訓練の時は１から１０まで 

数える。１時間の訓練の間は参加できるように持久力を養う。 

以上のことが殆どできるようになりました。 

 


